
基調報告Ⅰ
落枝事件アンケート結果 ほか

（社）東北地域環境計画研究会

会長 由井正敏
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アンケート回収状況
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 平成 14年４月２４日公布  改正自然公園法 

（国等の責務） 

第三条 国、地方公共団体、事業者及び自然公園の利用者は、環境基本法（平成五年

法律第九十一号）第三条から第五条までに定める環境の保全についての基本理念

にのっとり、優れた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られるように、それぞ

れの立場において努めなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、自然公園に生息し、又は生育する動植物の保護が自然公

園の風景の保護に重要であることにかんがみ、自然公園における生態系の多様性

の確保その他の生物の多様性の確保を旨として、自然公園の風景の保護に関する

施策を講ずるものとする。 
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幅広い道路では野鳥が少ない
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生態系保全と人への危険

生態系保全の視点
１．森林の連続性の維持
２．多様な動植物が基本構成要素
３．枯れ木も重要な餌場・繁殖場

危険の想定（落枝・倒木 以外で）
１．落石はどうする。
２．ハチ、クマ、ヘビなどはどうなる。

これらは無主物で保険の範囲外か
３．毒キノコや紅葉のきれいなウルシ類はどうなる。

11



保険における課題

１．保険が効く範囲・効かない範囲。
ａ 対象事案
ｂ 距離や幅・面積
ｃ 日常管理の範囲
ｄ 管理者責任の範囲

２．保険料は？

３．Ｂ／Ｃ： コストベネフィット
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